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砂川市稲作農業振興補助金交付要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

 

 

 

 

砂川市長  飯  澤  明  彦 
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砂川市稲作農業振興補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

 

 

砂川市稲作農業振興補助金交付要綱（令和５年訓令第26号）の一部を次のように改正する。 

 

附則第２項中「令和８年３月31日」を「令和11年３月31日」に改める。 

 

別記第１号様式、別記第３号様式及び別記第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この訓令は、令和８年３月31日から施行する。 



 



 



 


